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お
知
ら
せ

　

７
月
９
日
か
ら
の
住
民
基
本

台
帳
法
改
正
に
よ
り
、
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）

は
、
市
外
に
転
出
し
て
も
原
則

と
し
て
継
続
利
用
が
可
能
に
な

り
ま
す
（
た
だ
し
、
電
子
証
明

書
は
転
出
に
よ
り
失
効
）。

※
現
在
は
住
基
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
方
が
市
外
に
転
出
す
る

場
合
、
住
基
カ
ー
ド
を
返
納

◎
継
続
し
て
利
用
し
た
い
場
合

　

転
入
届
の
手
続
き
時
に
、
新

住
所
地
の
市
区
町
村
窓
口
へ
住

基
カ
ー
ド
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
（
既

に
登
録
し
て
あ
る
４
桁
の
数

お知らせ

字
）
を
入
力
し
、
継
続
利
用
の

手
続
き
を
し
ま
す
。

◎
紛
失
し
た
場
合

　

警
察
署
に
住
基
カ
ー
ド
紛
失

の
届
出
を
し
た
後
、
市
役
所
総

合
窓
口
課
で
紛
失
の
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
先　

市
役
所
総
合
窓
口

課　

内
線
１
１
２
〜
１
１
５

　

個
人
の
白
色
申
告
者
の
う

ち
前
々
年
分
あ
る
い
は
前
年

分
の
「
事
業
所
得
・
不
動
産
所

得
・
山
林
所
得
」
の
合
計
額
が

３
０
０
万
円
を
超
え
る
方
に
必

要
と
さ
れ
て
い
た
記
帳
と
帳
簿

書
類
の
保
存
が
、
平
成
26
年
１

月
以
降
、
こ
れ
ら
の
所
得
が
生

じ
る
業
務
を
行
う
全
て
の
方

（
所
得
税
の
申
告
の
必
要
が
な
い

平
成
平
成
2424
年
度
後
期　

年
度
後
期　

学
校
体
育
施
設
開
放

学
校
体
育
施
設
開
放

定
期
使
用
申
請

定
期
使
用
申
請

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
な
ど
の

働
き
を
利
用
し
て
水
を
き
れ
い

に
す
る
装
置
で
す
。そ
の
た
め
、

浄
化
槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮

さ
せ
る
に
は
、
定
期
的
な
維
持

管
理
（
保
守
点
検
・
清
掃
）
と

定
期
検
査
（
法
定
検
査
）
が
必

要
で
あ
り
、
法
律
に
よ
り
実
施

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

適
正
な
維
持
管
理
と
定
期
検
査

を
行
い
、
浄
化
槽
を
正
し
く
使

い
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先　

県
環
境
対
策
課　

☎
０
２
９
・
３
０
１
・
２
９
６
６

／
市
役
所
生
活
環
境
課　

廃
棄

物
Ｇ　

内
線
１
４
４

方
を
含
む
）に
つ
い
て
、
同
様
に

必
要
と
な
り
ま
す
。制
度
の
詳
細

や
記
帳
の
内
容
は
、国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w.nta.

go.jp/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

竜
ケ
崎
税
務
署　

☎
０
２
９
７
・
66
・
１
３
０
３

（
代
表
）

が
含
ま
れ
て
い
る
団
体
②
施
設

を
破
損
し
た
場
合
は
団
体
の
責

任
に
お
い
て
現
状
復
帰
が
で
き

る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

な
ど
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
が

望
ま
し
い
）
▼
使
用
団
体
代
表

者
会
議　

７
月
19
日
㈭
午
後
７

時
〜
黒
内
小
学
校
体
育
館
※

代
表
者
は
必
ず
出
席
の
こ
と

▼
申
請
方
法　

学
校
体
育
施
設

使
用
申
請
書
兼
免
除
申
請
書
、

学
校
体
育
施
設
使
用
団
体
登
録

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

７
月
13
日
㈮
ま
で
に
申
請
す
る

（
申
請
書
は
生
涯
学
習
課
で
取
得
）

▼
申
請
・
問
合
先　

市
役
所

生
涯
学
習
課　

ス
ポ
ー
ツ
Ｇ　

内
線
２
７
８

維
持
管
理
と
検
査
で
浄
化
槽

維
持
管
理
と
検
査
で
浄
化
槽

を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

住
基
カ
ー
ド
の
利
用
が

住
基
カ
ー
ド
の
利
用
が

市
外
に
転
出
し
て
も
可
能
に
！

市
外
に
転
出
し
て
も
可
能
に
！

平
成
平
成
2626
年
１
月
〜
記
帳
・
帳
簿

年
１
月
〜
記
帳
・
帳
簿

等
の
保
存
制
度
対
象
者
が
拡
大

等
の
保
存
制
度
対
象
者
が
拡
大

▼
開
放
時
間　

左
表
の
と
お
り

▼
開
放
施
設　

市
内
小
・
中
学

校
の
体
育
館
、
格
技
場
（
御
所

ケ
丘
中
学
校
を
除
く
）、
卓
球

場
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
小
学
校
の

み
）
▼
対
象
期
間　

10
月
１
日

〜
平
成
25
年
３
月
31
日
（
平
成

24
年
度
後
期
）
※
希
望
日
が
複

数
団
体
で
重
複
し
た
場
合
は
生

涯
学
習
課
ま
た
は
代
表
者
会
議

で
調
整
▼
使
用
資
格　

①
市
内

在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
10
人

以
上
で
構
成
さ
れ
、
か
つ
当
該

団
体
の
監
督
者
と
し
て
成
人
者

※
体
育
館
の
午
後
５
時
〜
７
時
の
時
間
帯
は
子
ど
も
を
対
象
と
す
る

団
体
（
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
な
ど
）
の
み
利
用
可

※
郷
州
小
学
校
体
育
館
の
利
用
は
午
後
９
時
ま
で

グ
ラ
ウ
ン
ド

（
小
学
校
）

卓
球
場（中

学
校
）

格
技
場（中

学
校
）

体
育
館（中

学
校
）

体
育
館（小

学
校
）

施
設

（
区
分
）

午
後
７
時
〜

午
後
10
時

午
後
７
時
〜

午
後
10
時

午
後
７
時
〜

午
後
10
時

午
後
５
時
〜

午
後
10
時

月
〜
金
曜
日

午
前
９
時
〜

午
後
５
時

午
後
７
時
〜

午
後
10
時

午
後
７
時
〜

午
後
10
時

午
後
７
時
〜

午
後
10
時

午
前
９
時
〜

午
後
10
時

土
・
日
曜
日
、

祝
日

無　
　

料
50
円

50
円

１
５
０
円

１
５
０
円

使
用
料

（
１
時
間
当
た
り
）


